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○
環
境
省
告
示
第
九
十
七
号

海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
二
百
一
号
）
別
表
第
一
第
一

号
ロ
及
び
ニ
、
第
二
号
ロ
及
び
ニ
、
第
三
号
ロ
及
び
ニ
並
び
に
別
表
第
一
の
二
第
十
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
際
海

事
機
関
海
洋
環
境
保
護
委
員
会
の
判
定
に
基
づ
き
環
境
大
臣
が
指
定
す
る
物
質
（
平
成
十
八
年
環
境
省
告
示
第
百
四
十

八
号
）
等
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
一
日

環
境
大
臣

細
野

豪
志

第
一

国
際
海
事
機
関
海
洋
環
境
保
護
委
員
会
の
判
定
に
基
づ
き
環
境
大
臣
が
指
定
す
る
物
質
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
一
号
の
表
中

を

と
し
、

と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(1)

(2)

(1)

ア
ル
キ
ル
プ
ロ
ポ
キ
シ
ア
ミ
ン
エ
ト
キ
シ
ラ
ー
ト
（
ア
ル
キ
ル
基
の
炭
素
数
が
十
二

一
、
○
○
○

(1)
か
ら
十
六
の
も
の
及
び
そ
の
混
合
物
に
限
る
。
）

第
二
号
の
表
中

を
削
り
、

を

と
し
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(5)

(6)

(5)

(5)

ジ
シ
ク
ロ
ペ
ン
タ
ジ
エ
ン
及
び
そ
の
二
量
体
の
混
合
物
（
ジ
シ
ク
ロ
ペ
ン
タ
ジ
エ
ン

二
五

(6)
の
濃
度
が
八
十
一
重
量
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
八
十
九
重
量
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
も
の
に
限

る
。
）



2

同
号
の
表
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を
一
ず
つ
繰
り
下
げ
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(18)

(19)

(8)

(17)

(7)

直
鎖
脂
肪
族
ア
ル
コ
ー
ル
（
炭
素
数
が
十
九
以
上
の
も
の
及
び
そ
の
混
合
物
に
限
る

一
○
○

(8)。
）

第
三
号
の
表
中

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(4)

(5)

(3)

(4)

(2)

(3)

(1)

ぎ
酸
の
混
合
物
（
プ
ロ
ピ
オ
ン
酸
の
濃
度
が
十
八
重
量
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
も
の
で

○

(2)
あ
っ
て
、
ぎ
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
の
濃
度
が
二
十
五
重
量
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
も
の
に
限
る

。
）

第
三
号
の
表
中

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(5)

リ
グ
ニ
ン
ス
ル
ホ
ン
酸
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
塩
溶
液

○

(6)
第
四
号
の
表
中

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(3)

二
酸
化
け
い
素

○

(4)

第
二

平
成
十
九
年
環
境
省
告
示
第
二
号
は
、
廃
止
す
る
。


